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『出
雲
國
風
土
記
』
の
「
嚴
堂
」
に
つ
い
て

廣

岡

義

隆

〇
キ
ー
ワ
ー
ド
＝
新
造
院
・
金
堂
・
教
堂
・
厳
堂
・
三
国
遺
事

一
、
は
じ
め
に

『
出
雲
國
風
土
記
』
(以
下
、「
当
風
土
記
」
と
略
称
)の
中
に
「
嚴
堂
」
と

い
う
語
が
出
る
。
以
下
は
こ
の
語
に
関
す
る
寸
考
で
あ
る
。

「
当
風
土
記
」
に
は
、
次
に
示
す
七
例
(①
〜
⑦
)の
「
嚴
堂
」
例
が
見

ら
れ
、
関
連
す
る
事
例
と
し
て
「
教
堂
」
の
例
が
一
例
(ⓐ
)見
ら
れ
る
。

こ
の
「
教
堂
」
を
誤
字
と
見
て
「
嚴
堂
」
と
す
る
本
が
少
な
く
な
い
。
な

お
、〔

〕
表
示
は
小
字
二
行
の
割
注
箇
所
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

①
新
造
院
一
所
。
山
代
郷
中
。
郡
家
西
北
、
四
里
二
百
歩
。
建
―二

立

嚴
堂
一

也
〔
无
レ

僧
〕。
置（

１
)君
目
烈
之
所
レ

造
〔
出
雲
神
戸
、
置
君
鹿

麻
呂
之
父
〕。

(意
宇
郡
「
山
代
郷
置
君
新
造
院
」
条
)

②
新
造
院
一
所
。
在
二

沼
田
郷
中
一。
建
―二

立
嚴
堂
一

也
。
郡
家
正
西
、

六
里
一
百
六
十
歩
。
大
領
出
雲
臣
大
田
之
所
レ

造
也
。

(楯
縫
郡
「
沼
田
郷
出
雲
臣
新
造
院
」
条
)

③
新
造
院
一
所
。
有
二

河
内
郷
中
一。
建
―二

立
嚴
堂
一

也
。
郡
家
正
南
、

一
十
三
里
一
百
歩
。
旧
大
領
置
部
臣
布
弥
之
所
レ

造
〔
今
大
領
、

佐
弖
麿
之
祖
父
〕。

(出
雲
郡
「
河
内
郷
置
部
臣
新
造
院
」
条
)

④
新
造
院
一
所
。
朝
山
郷
中
。
郡
家
正
東
、
二
里
六
十
歩
。
建
―二

立

嚴
堂
一

也
。
神
門
臣
等
之
所
レ

造
也
。

(神
門
郡
「
朝
山
郷
神
門
臣
新
造
院
」
条
)

⑤
新
造
院
一
所
。
有
二

古
志
郷
中
一。
郡
家
東
南
、
一
里
。
刑
部
臣
等

之
所
レ

造
也
〔
不
レ

立
二

嚴
堂
一

〕。

(神
門
郡
「
古
志
郷
刑
部
臣
新
造
院
」
条
)

⑥
新
造
院
一
所
。
在
二

斐
伊
郷
中
一。
郡
家
正
南
、
一
里
。
建
―二

立
嚴

堂
一

也
〔
有
二

僧
五
躯
一

〕。
大
領
勝
部
臣
虫
麿
之
所
レ

造
也
。

(大
原
郡
「
斐
伊
郷
勝
部
臣
新
造
院
」
条
)

⑦
新
造
院
一
所
。
在
二

斐
伊
郷
中
一。
郡
家
東
北
、
一
里
。
建
―二

立
嚴

堂
一

〔
有
二

尼
二
躯
一

〕。
斐
伊
郷
人
、
樋
印
支
知
麿
之
所
レ

造
也
。

(大
原
郡
「
斐
伊
郷
樋
印
支
新
造
院
」
条
)

ⓐ
新
造
院
一
所
。
有
二

山
代
郷
中
一。
郡
家
西
北
、
二
里
。
建
―二

立
教

堂
一

〔
住
僧
一
軀
〕。
飯
石
郡
少
領
出
雲
臣
弟
山
之
所
レ

造
也
。

(意
宇
郡
「
山
代
郷
出
雲
臣
新
造
院
」
条
)

行
頭
の
「
新
造
院（

２
）」
の
語
は
、
氏
寺
を
さ
し
て
の
称
と
考
え
る
。
右
に

示
し
た
本
文
は
、
筆
者
の
校
訂
に
基
づ
い
た
本
文
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

一



こ
れ
は
遠
か
ら
ず
公
刊
の
予
定
で
あ
る
。「
山
代
郷
置
君
新
造
院
」
な
ど

の
見
出
し
名
は
、
筆
者
が
同
著
で
設
定
し
た
項
目
名
と
し
て
あ
る
。

二
、
諸
注
釈
書
か
ら

「
嚴
堂
」
及
び
「
教
堂
」
に
つ
い
て
、
本
文
テ
キ
ス
ト
・
注
釈
書
の
類

は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
る
か
に
つ
い
て
縦
覧
す
る
。
例
外
的
な
本

を
除
い
て
、
多
く
の
本
が
初
例
①
の
事
例
に
お
い
て
言
及
し
、
後
出
例
で

は
言
及
を
略
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
何
も
言
及
し
な
い
場
合
は
、
①
の
例

に
お
け
る
注
記
で
あ
る
。

岸
崎
時
照
の
『
鈔（

３
）』
は
、
新
造
院
の
所
在
位
置
に
関
す
る
記
述
は
あ
る

が
、「
嚴
堂
」
そ
の
も
の
へ
の
言
及
は
な
い
。
ⓐ
「
教
堂
」
の
本
文
は
、

「
教
」
字
を
「
嚴
」
と
校
訂
す
る
。
内
山
真
龍
の
『
解（

４
）』
は
、

嚴
堂
は
荘
嚴
の
堂
也
、
倭
名
鈔
に
金
堂
と
云
に
同
。

と
し
、
ⓐ
に
つ
い
て
、「
教
を
鈔
本
、
嚴
に
書
」
と
す
る
。「
鈔
本
」
と
は

岸
崎
時
照
『
鈔
』
の
本
文
を
い
う
。
千
家
俊
信
校
訂
の
『
版
本（

５
）』
は
ⓐ
に

つ
い
て
「
教
當
作
嚴
｣(教
は
嚴
と
作
す
べ
し
)と
頭
書
す
る
。
ⓐ
条
の
本
文

は
、『
萬
葉
緯
』
は
別
と
し
て
、
写
本
に
お
い
て
は
「
教
」
字
で
異
同
が

無
い
が
、
こ
の
よ
う
に
「
嚴
」
字
と
し
て
校
訂
す
る
方
向
が
主
流
と
な
る
。

栗
田
寛
の
『
標
註（

６
）』
は
、「
嚴
重
に
構
へ
た
る
堂
と
云
ふ
こ
と
な
り
」
と
し
、

ⓐ
の
本
文
は
や
は
り
「
嚴
」
字
に
す
る
。
真
龍
『
解
』
の
解
釈
の
上
に
立

ち
、
こ
の
理
解
が
以
降
の
注
解
に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
柱
と
な
る
が
、

小
野
田
光
雄
『
全
書
』(後
出
)が
「
教
堂
」
を
講
堂
か
と
し
て
以
降
、「
教
堂
」

に
つ
い
て
は
今
一
つ
の
注
解
の
流
れ
が
出
て
来
る
。

以
下
、
一
覧
形
式
で
示
す
。
ま
た
ⓐ
条
の
本
文
「
教
堂
」
に
つ
い
て
は
、

写
本
の
ま
ま
に
「
教
」
と
す
る
も
の
に
関
し
て
の
み
、
末
尾
に
「
教
」
一

字
で
示
す
。
田
中
卓
「
校
訂
出
雲
國
風
土
記
」
(平
泉
澄
監
修
、
出
雲
大
社
刊

『
出
雲
國
風
土
記
の
研
究
』
一
九
五
三
年
七
月
)や
同
氏
の
神
道
大
系
本
『
風
土
記
』

(神
道
大
系
古
典
編
七
、
一
九
九
四
年
三
月
)、
ま
た
松
本
直
樹
『
出
雲
国
風
土
記

注
釈
』(新
典
社
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
)な
ど
、
言
及
が
無
く
、
ま
た
ⓐ
の
本

文
を
「
嚴
・
厳
」
と
す
る
も
の
は
略
し
て
い
る
。

右
の
次
第
で
、
結
果
的
に
全
て
の
本
の
列
挙
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

・
嚴
堂
は
、
和
名
類
聚
抄
に
は
金
堂
と
書
い
て
あ
る
。
荘
嚴
の
堂
の
意

味
。

後
藤
藏
四
郎
『
考
證（

７
）』

・
飾
り
た
て
た
堂
。
荘
嚴
の
堂
の
意
。「
教
」。

植
松
安
『
校
註（

８
）』

・
荘
嚴
に
構
へ
た
る
堂
と
云
ふ
義
で
、
金
堂
(こ
ん
だ
う
)の
こ
と
で
あ

る
。

植
木
直
一
郎
『
大
日
本
文
庫（

９
）』

・「
教
」。

武
田
祐
吉
『
岩
波
文
庫（

10
）』

・
金
堂
。
荘
厳
(し
ょ
う
ご
ん
)を
施
し
た
堂
の
意
。秋

本
吉
郎
『
大
系（

11
）』

・
壮
嚴
な
堂
。
金
堂
・
本
堂
の
意
。
／
ⓐ
「
教
」。
後
の
講
堂
か
。
嚴

堂
の
誤
と
も
言
ふ
。

小
野
田
光
雄
『
全
書（

12
）』

・
厳
堂
(ご
ん
だ
う
)は
金
堂
と
通
じ
て
用
い
ら
れ
、
荘
厳
な
堂
の
意
で

本
堂
の
こ
と
。
／
ⓐ
厳
堂
は
、
諸
本
に
「
教
堂
」
と
あ
っ
て
後
の
講

堂
の
意
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
用
例
が
な
い
の
で
他
の
例
か
ら
推
し

て
厳
堂
の
草
体
の
誤
と
考
え
ら
れ
る
。

加
藤
義
成
『
参
究（

13
）』
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・
荘
厳
さ
れ
た
堂
で
、
金
堂
や
講
堂
な
ど
を
い
う
〈
注
四
六
〉。

吉
野
裕
『
東
洋
文
庫（

14
）』

・
金
堂
・
講
堂
を
さ
す
。「
教
」。

小
島
瓔
禮
『
角
川
文
庫（

15
）』

・
仏
教
語
で
「
厳
」
は
飾
る
意
。
本
堂
。
／
ⓐ
「
教
」。
講
堂
。
あ
る

い
は
「
厳
堂
」
の
誤
か
。

植
垣
節
也
『
新
編
全
集（

16
）』

・
荘
厳
な
堂
。
／
ⓐ
「
教
」。
講
堂
に
あ
た
る
か
。『
出
雲
国
風
土
記
』

の
他
所
記
載
は
す
べ
て
「
厳
堂
」
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
も
「
厳
堂
」

の
誤
か
。

荻
原
千
鶴
『
全
訳
注（

17
）』

・「
教
」。

『
山
川
本（

18
）』

・
荘
厳
な
堂
の
意
で
金
堂
の
意
味
と
解
さ
れ
る
〈
用
語
解
説
〉。

／
ⓐ
「
教
」。
講
堂
に
あ
た
る
〈
注
釈
〉。

島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
『
解
説（

19
）』

・
荘
厳
な
堂
。
／
ⓐ
「
教
」。
講
堂
に
あ
た
る
か
。『
出
雲
国
風
土
記
』

の
他
所
記
載
は
す
べ
て
「
厳
堂
」
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
も
「
厳
堂
」

の
誤
か
。

橋
本
雅
之
『
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫（

20
）』

右
の
通
り
「
厳
堂
」
は
荘
厳
の
意
を
含
ん
で
の
金
堂
(本
堂
)と
さ
れ
る
。

「
教
堂
」
に
つ
い
て
は
厳
堂
の
誤
り
と
す
る
本
と
、
講
堂
に
当
る
と
す
る

本
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
橋
本
雅
之
『
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
』
の

当
条
の
記
述
は
荻
原
千
鶴
『
全
訳
注
』
と
同
文
と
な
っ
て
い
る
。

三
、「
嚴
堂
」
と
「
金
堂
」

内
山
真
龍
『
解
』
が
「
嚴
堂
は
荘
嚴
の
堂
也
」
と
し
て
以
降
、
こ
の
解

釈
が
一
般
的
理
解
と
な
り
、
ま
た
同
時
に
内
山
真
龍
『
解
』
が
「
倭
名
鈔

に
金
堂
と
云
に
同
」
と
「
金
堂
」
で
あ
る
と
す
る
理
解
も
右
で
見
た
通
り

通
解
に
な
っ
て
い
る
。
内
山
真
龍
『
解
』
に
は
荷
田
春
滿
の
説
が
賀
茂
真

淵
を
通
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
青
木
周
平（

21
）
に
あ
る
が
、

『
自
筆
本

出
雲
風
土
記
考（

22
）』
及
び
『
在
満
本

出
雲
風
土
記
考（

23
）』
に
「
嚴

堂
」
や
「
教
堂
」
に
関
す
る
言
及
は
無
く
、
内
山
真
龍
自
身
に
よ
る
注
解

と
考
え
ら
れ
る
。
内
山
真
龍
『
解
』
が
『
倭
名
類
聚
鈔
』
を
引
く
が
、
同

書
に
「
嚴
堂
」
が
出
る
わ
け
で
な
く
、「
金
堂
」
が
「
伽
藍
具
第
百
七
十
」

に
「
講
堂
」「
食
堂
」「
經
藏
」「
鐘
樓
」「
僧
坊
」「
浴
室
」
の
筆
頭
に
挙

げ
ら
れ
、「
梁
元
帝
入
佛
日
殿
禮
拜
詩
」
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
(那
波
道
圓
本
、
巻
十
三
２
ウ
)。
む
し
ろ
狩
谷
棭
齋
の
箋
注
本
に
、「
楊

氏
云
「
佛
殿
、
金
堂
也
。
禮
堂
。
金
堂
、
前
名
。」
…
下
略
…
」
(箋
注
本
、

巻
五
４
ウ
)と
あ
る
。『
釋
氏
要
覧（

24
）』
に
は
「
金
地
」(上
20
ウ
)と
「
金
獅
子
座
」

(下
６
オ
〜
ウ
)が
載
る
の
み
で
あ
り
、
勿
論
「
嚴
堂
」
は
無
い
。『
岩
波
仏

教
辞
典（

25
）』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

金
堂

こ
ん
ど
う

本
尊
を
ま
つ
る
堂
で
、
伽
藍
が
ら

ん

の
中
心
と
な

る
建
物
。
｢仏
殿
ぶ
つ

で
ん
」
と
も
い
う
。
仏
を
金
人
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

金
人
を
安
置
す
る
堂
の
意
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
文
献
な
が
ら
、『
東

宝
記
と
う
ぼ

う
き

』
(杲
宝
、
一
三
五
二
)や
『
醍
醐
寺
新
要
録
だ
い
ご
じ
し

ん
よ
う
ろ
く
』
(義
演
、

一
六
二
〇
)に
は
そ
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
平
安
時
代
に
は
前
に
礼

堂
ら
い

ど
う
が
で
き
、
そ
の
二
棟
が
一
つ
屋
根
に
覆
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
、
そ
れ
ま
で
の
金
堂
と
違
っ
た
平
面
に
な
っ
た
た
め
、
金
堂
を
や

め
て
「
本
堂
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
…
下
略
…

三

『出
雲
國
風
土
記
』
の
「
嚴
堂
」
に
つ
い
て



『
岩
波
仏
教
辞
典
』
の
記
述
は
、
狩
谷
棭
齋
が
引
く
『
楊
氏
漢
語
抄
』

の
意
味
理
解
の
一
助
に
も
な
る
。

「
金
堂
」
の
語
は
当
時
か
ら
用
い
ら
れ
た
佛
殿
用
語
で
あ
る
が
、
ま
ず

は
そ
の
用
例
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
最
初
に
、
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳

の
類
か
ら
「
金
堂
」
の
例
を
確
認
す
る
。

『
大
安
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳（

26
）』

(頁
数
は
『
大
日
本
古
文
書
』〈
以
下

『
大
日
古
』
と
略
称
〉)に
は
、
そ
の
前
文
の
「
百
済
大
寺
」
条
に
、

失
火
、
燒
破
九
重
塔
並
金
堂
石
鴟
尾
。

(『
二
』
六
二
五
頁
)

と
あ
り
、
続
い
て
文
武
天
皇
代
の
記
述
中
に
、

天
皇
、
九
重
塔
立
、
金
堂
作
建
、
並
丈
六
像
敬
奉
造
之
。

(『
二
』
六
二
六
頁
)

と
載
り
、
同
文
書
の
資
財
一
覧
に
お
け
る
「
合
堂
叄
口
」
条
に
、「
講
堂
」

「
食
堂
」
と
共
に
、

一
口
金
堂
長
十
一
丈
八
尺
廣
六
丈

柱
高
一
丈
八
尺
(『
二
』
六
四
八
頁
)

と
載
る
。
他
に
『
大
日
古
・
二
』
六
二
九
頁
一
行
目
(割
注
)、
六
四
九
頁

一
行
目
(割
注
)、
六
四
九
頁
後
よ
り
二
行
目
(割
注
)と
都
合
六
例
が
確
認
出

来
る
。
な
お
、「
大
安
寺
碑
文
｣(逸
文（

27
）)に
は
、

創
玆
梵
宇
、
鐘
樓
經
藏
開
峻
牖
於
于
雲
、
像
殿
構
堂
起
高
甍
於
蔽
日
。

と
あ
り
、「
金
堂
」
の
語
は
見
え
な
い
。

『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳（

28
）』
に
も
資
財
一
覧
の
「
堂
貳
口
」

条
に
「
食
堂
」
と
共
に
、

一
口
金
堂
二
重
長
四
丈
七
尺
九
寸

廣
三
丈
六
尺
五
寸

柱
高
一
丈

二
尺
六
寸

(翻
字
は
影
印
に
よ
る
。『
大
日
古
・
二
』
六
一
三
頁
)

と
記
さ
れ
る
と
共
に
、
唐
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
「
舎
利
」
に
つ
い
て
、

合
舎
利
伍
粒
〔
請
坐
金
堂
〕

(「
合
」
字
は
『
大
日
古
・
二
』
に
よ
る
。)

右
、
養
老
三
年
歳
次
己
未
、
従
唐
請
坐
者
。
(同
右
。
五
八
二
頁
)

と
載
る
。

『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳（

29
）』
に
は
、

次
椋
攝
天
皇
治
下
時
、
戊
申
年
、
送
六
口
僧
、
名
令
照
律
師
、
弟
子

恵
忩
、
令
威
法
師
、
弟
子
恵
勲
、
道
嚴
法
師
、
弟
子
令
契
、
及
恩
率

首
真
等
四
口
工
人
、
并
金
堂
夲
樣
奉
上
。

と
あ
る
。
こ
の
中
に
出
る
「
椋
攝
天
皇
」
の
「
攝
」
は
恐
ら
く
「
橋
」
の

誤
写
で
、
崇
峻
天
皇
の
こ
と
で
あ
ろ
う（

30
）。「
戊
申
年
」
は
崇
峻
元
年

(五
八
八
)に
な
る
。「
樣
」
は
タ
メ
シ（

31
）で
、
今
で
い
う
精
巧
な
模
型
の
こ
と

で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

『
西
大
寺
資
財
流
記
帳（

32
）』
の
「
堂
塔
房
舎
第
二
」
条
に
は
、「
金
堂
院
」

と
あ
り
、

藥
師
金
堂
一
宇
〔
長
十
五
丈
五
尺

廣
五
丈
三
尺
〕
…
下
略
…

彌
勒
金
堂
一
基
〔
二
重
、
長
廿
丈
六
尺

廣
六
丈
八
尺
〕
…
下
略
…

と
あ
る
。

『
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
并
資
財
帳（

33
）』
に
は
、
前
文
中
に
「
造
立
小
堂
」

(９
行
)「
造
立
法
堂
」
(15
行
)と
あ
り
、
資
財
一
覧
の
「
法
物
」
条
に
は
「
板

葺
堂
壹
間
板
敷
壁
代
板
立
」
(39
行
)「
檜
皮
葺
法
堂
壹
宇
板
敷
三
間
」
(40

行
)「
板
葺
小
堂
壹
間
板
敷
」
(41
行
)「
檜
葺
鍾
臺
壹
宇
」
(42
行
)と
あ
っ
て
、

「
金
堂
」
の
語
は
出
な
い
。

『
西
琳
寺
縁
起
』
と
通
称
す
る
『
西
琳
寺
文
永
注
記（

34
）』
に
も
、

四

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
二
十
八
号
・
二
〇
一
七
年
六
月



金
堂
〔
天
平
十
五
年
帳
云
、
金
堂
一
基
、
二
重
。
延
喜
十
九
年
帳
云
、

大
破
。〕

と
い
う
記
載
が
あ
る
。

伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
類
の
他
に
、『
大
日
古
』
に
は
、

修
理
金
堂
所
葺
瓦

功
卌
三
人

(「
造
東
大
寺
司
告
朔
解
」

天
平
寳
字
六
年
三
月
一
日
文
書
、『
五
』
一
三
〇
頁
六
行
)

奉
守
金
堂
并
掃
淨

功
卅
三
人

(同
右
、『
五
』
一
三
〇
頁
八
行
)

修
理
金
堂
瓦

功
卌
五
人

(「
造
東
大
寺
司
告
朔
解
」

天
平
寳
字
六
年
四
月
一
日
文
書
、『
五
』
一
九
四
頁
一
行
)

金
堂
守
并
供
奉
造
仏
所

功
廾
四
人

(同
右
、『
五
』
一
九
四
頁
七
行
)

金
堂
司
行
徳

(「
經
疏
請
返
帳
」
天
平
勝
寳
字
三
年
十
月
七
日
文
書
、

『
十
一
』
二
五
八
頁
末
行
)

右
、
葺
金
堂
檜
皮
料
、
附
品
治
石
弓
。

(「
造
石
山
寺
所
雜
物
用
帳
」

天
平
寳
字
六
年
正
月
二
十
四
日
文
書
、『
十
五
』
三
二
三
頁
一
〇
行
)

と
確
認
出
来
、
右
の
六
例
の
他
、
年
次
未
詳
文
書
に
、

金
堂
一
宇

(「
造
石
山
院
所
用
度
帳
」『
十
六
』
二
七
五
頁
三
行
)

造
金
堂
所
解

(「
造
金
堂
所
解
案
」『
十
六
』
二
八
〇
頁
二
行
)

卅
六
貫
文
。
運
金
堂
料
礎
卅
六
顆
、
自
春
日
山
車
賃

(同
、『
十
六
』
二
八
六
頁
八
行
)

作
金
堂
所
解

(「
作
金
堂
所
解
」『
十
六
』
三
〇
八
頁
四
行
)

作
金
堂
所
解

(「
作
金
堂
所
解
案
」『
十
六
』
三
一
〇
頁
一
行
)

と
い
う
五
例
が
確
認
出
来
る
(以
上
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
「
奈
良
時
代
古
文

書
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
検
索
を
参
照
し
た
)。

『
日
本
書
紀
』
に
は
推
古
天
皇
十
四
年
四
月
壬
辰
条
に
元
興
寺
の
例
が

二
例
、
斉
明
天
皇
四
年
是
歳
条
の
、
百
済
よ
り
帰
還
報
告
中
の
言
辞
に
一

例
(百
済
国
の
事
例
)が
見
ら
れ
る
。『
続
日
本
紀
』
に
は
天
平
十
九
年
十
一

月
己
卯
条
の
国
分
寺
に
関
わ
る
一
例
と
寶
龜
十
一
年
正
月
庚
辰
条
の
葛
城

寺
の
一
例
が
あ
る
。
ま
た
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
(知
恩
院
本
)に
法
隆

寺
の
例
が
二
例
(四
九
行
・
五
八
行
)確
認
で
き
る
。『
日
本
霊
異
記
』
に
は

上
巻
第
三
三
縁
、
中
巻
第
三
六
縁
、
下
巻
第
三
〇
縁
に
各
一
例
見
ら
れ
る
。

『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
(『
大
正
蔵
』
と
略
称
)に
お
い
て
、「
嚴
堂
」
の
文

字
列
は
「
莊
嚴
堂
上
」「
華
嚴
堂
」
な
ど
の
事
例
の
み
で
あ
り
、「
嚴
堂
」

と
い
う
語
の
例
は
確
認
出
来
な
い
。

「
金
堂
」
は
、『
大
正
蔵
』
で
全
二
八
件
三
一
例
と
、『
大
正
蔵
』
と
し

て
は
少
な
い
検
出
で
あ
り
、
中
に
一
般
名
詞
と
し
て
の
例
(第
一
五
巻
『
佛

説
觀
佛
三
昧
海
經
』
六
九
四
頁
中
二
五
行
)も
あ
る
。『
三
國
遺
事
』
の
例
(後
述
)

が
少
な
く
な
い
(以
上
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
研
究
会
の
「
大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
検
索
に
よ
る
)。

以
上
の
次
第
で
、「
嚴
堂
」
の
例
は
、
当
風
土
記
以
外
に
は
見
ら
れ
な

い
。
一
方
、「
金
堂
」
の
例
は
、
右
に
列
挙
し
た
よ
う
に
、
上
代
に
お
い

て
ご
く
一
般
的
な
佛
殿
用
語
と
し
て
確
認
出
来
る
。

四
、「
嚴
堂
・
金
堂
」
に
つ
い
て

「
嚴
堂
」
は
、
上
代
に
お
い
て
当
風
土
記
の
み
に
出
る
用
語
と
し
て
あ

り
、
当
時
の
一
般
的
な
語
は
確
認
し
た
よ
う
に
「
金
堂
」
で
あ
る
。
当
風

五

『出
雲
國
風
土
記
』
の
「
嚴
堂
」
に
つ
い
て



土
記
の
文
脈
に
お
け
る
使
用
例
か
ら
も
、「
嚴
堂
」
は
諸
注
の
多
く
が
指

摘
す
る
「
金
堂
」
を
さ
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

「
金
」
に
は
、
字
音
ゴ
ム
で
口
を
つ
ぐ
む
意
が
あ
る
。『
荀
子
』
に
、

金
舌
弊
(蔽
)口
、
猶
將
無
益
也
。
(古
逸
叢
書
二
函
『
荀
子
』
正
論
篇
第
十
八
)

が
あ
り
、
右
の
箇
所
の
楊
倞
(唐
)の
注
に
、

揚
子
法
言
曰
、
金
口
而
木
舌
。
金
、
或
讀
爲
噤
。

(『
古
逸
叢
書
』
二
函
第
十
八
。
第
十
二
、
十
九
ウ
〜
二
十
オ
)

と
あ
る
。
慧
琳
撰
『
一
切
經
音
義
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

舌
噤
〔
琴
禁
反
。
韻
英
云
「
口
閉
也
」。
韻
詮
云
「
口
急
不
開
也
」。

或
從
金
作
唫
、
古
字
也
。
…
下
略
…
。〕

(『
大
正
蔵
』
五
四
巻
、
四
二
一
頁
中
21
行
)

口
噤
〔
下
、
琴
禁
反
。
王
逸
注
楚
辭
云
「
噤
、
閉
口
也
」。
説
文
云

「
作
唫
、
從
口
金
聲
」。〕

(『
大
正
蔵
』
五
四
巻
、
八
六
八
頁
上
06
行
)

「
金
」
は
呉
音
コ
ム
で
あ
る
が
、「
噤
」
に
通
わ
す
時
は
音
ゴ
ム
に
な
る
。

『
韻
鏡
』
で
「
噤
」
は
内
轉
第
三
十
八
開
、
牙
音
濁
で
字
母
頭
音
は
「
g-」、

韻
価
(上
聲
三
等
)は
カ
ー
ル
グ
レ
ン（

35
）・
平
山
久
雄（

36
）・
藤
堂
明
保（

37
）
で
微
妙
な

差
が
あ
る
が
、
韻
尾
は
共
に
「
-m
」
で
あ
り
、「
ゴ
ム
」
に
な
る
。
辞
典

類
で
「
ゴ
ン
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
上
代
に
お
け
る
受
容
音
は
「
ゴ

ム
」
で
あ
る
(黄
金
の
意
の
字
音
は
コ
ム
で
あ
る
)。
右
に
出
る
『
一
切
經
音
義
』

の
反
切
「
琴
禁
反
」
で
、「
琴
」
は
同
じ
く
内
轉
第
三
十
八
開
、
牙
音
濁
で
、

字
母
頭
音
は
「
g-」
で
あ
り
、「
禁
」
の
平
聲
字
の
韻
字
は
「
金
」
で
あ

り
(『
廣
韻
』、
別
に
去
聲
字
も
あ
る
)、
内
轉
第
三
十
八
開
、
平
聲
三
等
で
、
韻

尾
は
「
-m
」
に
な
る
。
平
聲
字
「
嚴
」
(平
聲
三
等
)と
一
致
す
る
。

「
嚴
」
は
『
韻
鏡
』
外
轉
第
四
十
開
、
牙
音
清
濁
、
平
聲
三
等
で
字
母

頭
音
は
「
ŋ(=ng)-」、
韻
価
は
や
は
り
カ
ー
ル
グ
レ
ン
・
平
山
久
雄
・

藤
堂
明
保
の
三
者
間
で
微
妙
な
差
が
あ
る
が
、
韻
尾
は
共
に
「
-m
」
で

あ
り
、
本
邦
で
の
上
代
受
容
音
は
「
ゴ
ム
」
に
な
る
。

先
に
『
三
國
遺
事
』
中
に
「
金
堂
」
の
例
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
。

『
三
國
遺
事
』(五
巻
)は
高
麗
の
僧
一
然
(一
二
〇
六
〜
八
九
)に
よ
っ
て
、
新
羅
・

高
句
麗
・
百
済
三
国
の
佛
教
関
係
記
事
を
ま
と
め
た
佛
書
で
あ
る
。
こ
の

『
三
國
遺
事
』
中
に
一
一
件
一
二
例
の
「
金
堂
」
例
が
検
出
で
き
る
。『
三

國
遺
事
』
は
後
代
(一
二
八
四
年
頃
)の
本
で
あ
る
が
、
資
料
は
古
く
、
そ
の

「
金
堂
」
の
例
は
八
世
紀
の
本
邦
に
お
け
る
「
金
堂
」
例
と
均
質
で
あ
る
。

寺
記
云
。
眞
平
五
年（

38
）甲
辰
。
金
堂
造
成
。
善
徳
王
代
。
寺
初
主
眞
骨

歡
喜
師
。
第
二
主
慈
藏
國
統
。
次
國
統
惠
訓
。
…
下
略
…

(一
然
撰
『
三
國
遺
事
』。『
大
正
蔵
』
四
九
巻
九
九
〇
頁
中
24
〜
26
)

謂
曰
。
於
座
上
山
頂
雙
竹
湧
生
。
當
其
地
作
殿
宜
矣
。
師
聞
之
出
崛
。

果
有
竹
從
地
湧
出
。
乃
作
金
堂
塑
像
而
安
之
。
圓
容
麗
質
。
儼
若
天

生
。
其
竹
還
沒
。
方
知
正
是
眞
身
住
也
。
因
名
其
寺
曰
洛
山
。
師
以

所
受
二
珠
鎭
安
于
聖
殿
而
去
。

(同
右
、
四
九
巻
九
九
六
頁
下
09
〜
14
)

出
雲
國
秋
鹿
郡
の
下
級
官
人
、
神
宅
臣

か
む
や
け
の
お
み

金あ
き

太た

理り

(当
風
土
記
最
終
編
纂
実
務
担

当
者
)は
、
半
島
か
ら
の
渡
来
者
に
よ
る
聴
取
で
、
語
を
「
金
堂
＝
嚴
堂
＝

ゴ
ム
ダ
ウ
」
と
理
解
し
、
そ
の
御
堂
は
家
族
と
の
談
話
状
態
で
は
な
く
、

静
粛
を
旨
と
し
て
望
む
場
と
し
て
の
意
味
を
も
勘
案
し
て
、「
嚴
堂
」
と

表
記
し
た
も
の
で
は
無
か
ろ
う
か
。
当
風
土
記
に
お
け
る
「
嚴
堂
」
は

「
金
堂
」
そ
の
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
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発
掘
等
に
よ
り
、
推
定
さ
れ
て
い
る
遺
跡
が
あ
る
。
以
下
に
、
そ
う
し

た
比
定
の
現
状
に
つ
い
て
見
て
お
く
。

①
の
意
宇
郡
「
山
代
郷
置
君
新
造
院
」
は
、
松
江
市
矢
田
町
来
美
の
「
来く

る

美み

廃
寺
」
か
ら
金
堂
跡
・
東
塔
跡
・
西
塔
跡
・
講
堂
跡
と
推
定
さ
れ
る
遺

跡
が
検
出
乃
至
推
定
さ
れ
、
遺
跡
名
が
「
山
代
郷
北
新
造
院
跡（

39
）」
の
称
と

な
り
、
既
に
国
史
跡
と
な
っ
て
い
た
「
出
雲
国
山
代
郷
正
倉
跡
」
と
一
括

さ
れ
て
「
出
雲
国
山
代
郷
遺
跡
群
」
と
名
称
変
更
さ
れ
て
い
る
。
東
西
の

塔
等
は
当
風
土
記
後
の
整
備
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
「
金
堂
」
跡
と
さ

れ
る
の
は
遺
構
か
ら
の
推
定
呼
称
で
あ
る
。
ⓐ
の
意
宇
郡
「
山
代
郷
出
雲

臣
新
造
院
」
に
つ
い
て
は
「
五
、
お
わ
り
に
」
で
記
す
。

②
の
楯
縫
郡
「
沼
田
郷
出
雲
臣
新
造
院
」
は
、「
西
西
郷

に
し
さ
い
ご
う

廃
寺
」
(出
雲

市
西
郷
町
)が
考
え
ら
れ
、『
解
説
出
雲
国
風
土
記（

40
）』
に
も
「
可
能
性
は
高
い
」

と
あ
る
が
、
未
発
掘
の
よ
う
で
あ
る
。
③
の
出
雲
郡
「
河
内
郷
置
部
臣
新

造
院
」
は
、「
天
寺
平
廃
寺
｣(出
雲
市
斐
川
町
阿
宮
天
寺
平
)説
が
あ
る
が
、
瓦

年
代
及
び
郡
家
か
ら
の
距
離
等
か
ら
、
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
④
の
神
門

郡
「
朝
山
郷
神
門
臣
新
造
院
」
は
、
神
門
寺
境
内
廃
寺
(出
雲
市
塩
冶
町
揚
)

や
出
雲
市
馬
木
町
の
台
地
が
想
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
明
ら
か
で
は
な

い
。
⑤
の
神
門
郡
「
古
志
郷
刑
部
臣
新
造
院
」
に
つ
い
て
も
、
神
門
寺
境

内
廃
寺
説
が
あ
る
が
、
明
確
で
は
な
い
。

⑥
の
大
原
郡
「
斐
伊
郷
勝
部
臣
新
造
院
」
は
、
出
土
礎
石
か
ら
現
在
の

Ｊ
Ｒ
「
木き

次す
き

」
駅
構
内
(雲
南
市
木
次
町
里
方
)に
所
在
し
た
と
見
ら
れ
る
。

関
和
彦
『『
出
雲
国
風
土
記
』
註
論（

41
）』
の
一
一
七
三
〜
四
頁
に
詳
記
さ
れ

礎
石
の
写
真
(一
一
七
五
頁
)も
載
る
が
遺
構
等
は
明
ら
か
で
な
い
。
⑦
の
大

原
郡
「
斐
伊
郷
樋
印
支
新
造
院
」
は
推
測
説
が
あ
る
が
明
確
で
は
な
い
。

五
、
お
わ
り
に

当
風
土
記
に
見
ら
れ
る
「
嚴
堂
」
は
「
金
堂
」
そ
の
も
の
と
し
て
あ
り
、

そ
の
読
み
は
ゴ
ム
ダ
ウ
と
し
て
あ
る
(執
筆
者
金
太
理
に
お
い
て
は
「
金
堂
」
の

読
み
も
ゴ
ム
ダ
ウ
と
理
解
し
て
い
た
と
考
え
る
)。

関
連
し
て
ⓐ
「
教
堂
」
と
⑤
「
不
立
嚴
堂
」
に
つ
い
て
見
る
。

ⓐ
の
「
教
堂
」
(意
宇
郡
「
山
代
郷
出
雲
臣
新
造
院
」
条
)は
、
写
本
に
お
い

て
異
同
な
く
「
教
堂
」
と
あ
る
。
異
体
字
を
含
め
「
教
」
と
「
嚴
」
の
両

字
に
字
形
上
接
点
は
無
い
。
た
だ
崩
し
字
に
お
い
て
は
、
両
字
の
或
る
字

形
が
近
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
加
藤
義
成
は
「
出
雲
国
風
土
記
は
、
一

度
か
な
り
判
読
し
難
い
草
体
の
書
写
を
経
た（

42
）」
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
肯

定
し
て
良
い
写
本
実
態
と
し
て
あ
る
。
ま
た
加
藤
義
成
は
「
嚴
」
か
ら

「
教
」
へ
の
伝
写
経
路（

43
）を
推
考
す
る
。
こ
の
こ
と
は
草
書
辞
典
類
で
確
認

出
来
る
。
よ
っ
て
こ
の
両
字
の
誤
写
が
全
く
起
り
得
な
い
こ
と
で
は
な

い
。
し
か
し
、
す
ぐ
前
に
は
「
山
代
郷
置
君
新
造
院
」
条
の
「
建
立
嚴
堂
」

が
あ
り
、
ⓐ
が
同
じ
文
脈
の
「
建
立
教
堂
」
で
あ
り
、
一
方
の
み
に
な
ぜ

誤
写
が
起
き
る
の
か
、
判
然
と
し
な
い
。
な
お
、「
教
堂
」
の
場
合
、「
経

堂
」
の
意
で
は
無
い
。
ケ
ウ
ダ
ウ
(教
堂
)・
キ
ヤ
ウ
ダ
ウ
(経
堂
)と
字
音
が

異
な
る
。
教
化
布
教
の
堂
と
い
う
意
味
で
「
講
堂
」
が
該
当
す
る
か
。
こ

の
古
代
寺
院
(意
宇
郡
「
山
代
郷
出
雲
臣
新
造
院
」)は
、
発
掘
に
よ
り
「
四し

王わ

寺じ

廃
寺
」
と
推
定
さ
れ
、
考
古
学
で
は
「
山
代
郷
南
新
造
院
跡
」
(松
江
市
山

七

『出
雲
國
風
土
記
』
の
「
嚴
堂
」
に
つ
い
て



代
町
内
堀
)と
称
さ
れ
る
。
瓦
等
は
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
遺
構
・
寺
域
・

伽
藍
配
置
は
明
ら
か
で
な
い（

44
）。
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
発
掘
報
告
書
で
は

貞
観
九
年
(八
六
七
)五
月
廿
六
日
甲
子
条
の
四
天
王
像
(画
幅
)安
置
の
寺

(『
三
代
実
録
』)の
代
用
寺
と
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
茶
臼
山
の
山
麓

で
、
山
代
郷
正
倉
跡
の
東
約
四
五
〇
㍍
の
地
に
な
る
。

次
に
⑤
の
「
不
立
嚴
堂
」
に
つ
い
て
。
こ
の
「
不
」
字
は
『
細
川
家
本
』

に
よ
る
。『
倉
野
本
』
は
「
木
」
で
あ
る
が
、「
木
」
で
は
意
味
を
な
し
難

い
。『
蓬
左
文
庫
本
』『
日
御
碕
本
』『
鈔
』『
萬
葉
緯
』
に
は
「
本
」
と
あ

る
(当
字
条
に
関
し
て
は
同
一
系
統
本
と
見
て
よ
い
)。「
本
立
嚴
堂
」
は
「
以
前

に
厳
堂
が
あ
っ
た
」
の
意
で
解
釈
出
来
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
場
合

「
立
」
字
で
は
な
く
て
「
有
」
字
が
通
常
の
文
と
な
る
(な
お
、「
本
」
字
よ
り

も
「
昔
」
字
が
よ
い
)。
ま
た
、「
新
造
院
」
の
「
新
」
と
「
本
」
字
も
整
合

上
難
が
あ
る
。『
山
川
本
』
は
底
本
の
『
細
川
家
本
』
に
忠
実
で
あ
る
こ

と
に
拠
る
が
、「
不
」
字
を
採
る
。
た
だ
し
、「
未
立
嚴
堂
」
(嚴
堂
未
立
)

の
方
が
落
ち
着
く
。
個
人
の
氏
寺
故
に
庵
程
度
の
佛
舎
が
あ
り
、
将
来
の

建
立
を
め
ざ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
よ
う
。
判
然
と
し
な
い

が
、
右
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
く
。

【
註
】

(１
)
当
風
土
記
に
は
、「
日
置
」
と
「
置
」
と
が
写
本
に
お
い
て
、
揺
れ
る
こ
と
な
く

存
在
す
る
。「
置
」
と
書
い
て
あ
る
人
名
が
正
倉
院
文
書
等
に
は
「
日
置
」
と
あ
り
、

「
置
」
の
表
記
は
「
日
」
を
省
略
し
た
書
き
方
と
見
ら
れ
、
当
風
土
記
に
お
け
る
独
特

の
文
字
用
法
と
し
て
あ
る
(写
本
の
「
置
」
を
「
日
」
と
「
置
」
の
合
字
形
と
見
る
解

も
あ
る
)。「
日
置
」
は
ヒ
オ
キ
と
も
ヘ
キ
と
も
読
む
。「
ひ
お
」
が
母
音
結
合
す
る
と

「
へ
」
と
な
る
(fi-ö〉
fe)。
当
風
土
記
に
お
い
て
は
、
現
地
で
ヒ
オ
キ
と
呼
ば
れ
る

場
合
に
は
「
日
置
」
と
表
記
し
、
ヘ
キ
と
呼
ば
れ
る
場
合
に
は
「
置
」
と
表
記
し
た

と
見
る
。
こ
れ
に
よ
り
他
の
テ
キ
ス
ト
・
注
釈
書
類
が
「
置
」
を
「
日
置
」
と
校
訂

す
る
箇
所
を
私
は
写
本
の
ま
ま
に
「
置
」
と
す
る
。
こ
こ
の
「
置
君
」
も
そ
う
し
た

用
字
と
し
て
あ
る
。

(２
)
「
新
造
院
」
に
つ
い
て
は
未
解
明
の
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
氏
寺
で
あ
る
こ
と
は
動

か
な
い
。
石
飛
美
穂
「
八
世
紀
前
期
の
郡
司
任
用
と
「
新
造
院
」」
(島
根
県
古
代
文

化
セ
ン
タ
ー
『
古
代
文
化
研
究
』
第
一
四
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
)が
あ
る
。
ま
た
島

根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
『
解
説
出
雲
国
風
土
記
』
(今
井
出
版
、
二
〇
一
四
年
三
月
)

は
「
新
造
院
と
出
雲
の
仏
教
施
設
」
(六
〇
〜
六
一
頁
)で
氏
寺
と
位
置
付
け
る
。
な

お
、
当
風
土
記
に
は
十
所
の
「
新
造
院
」
が
出
、
当
稿
で
は
内
八
所
を
取
り
上
げ
て

い
る
。

(３
)
天
和
三
年
岸
崎
時
照
自
序
『
出
雲
國
風
土
記
鈔
』
(一
六
八
三
年
一
二
月
)。
島
根

大
学
蔵
、
桑
原
文
庫
本
、
全
四
冊
。
附
属
図
書
館
、
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
可
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ

画
像
に
よ
る
。
Ｃ
Ｄ
-Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
『
兼
永
本
古
事
記
・
出
雲
国
風
土
記
抄
』
(岩
波
書

店
、
二
〇
〇
三
年
三
月
、
解
説
・
岩
下
武
彦
)が
あ
る
が
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
画
像
の
方
が
鮮
明
。

(４
)
内
山
真
龍
著
『
出
雲
風
土
記
解
』
(一
七
八
七
年
二
月
)。
京
都
大
学
蔵
本
(和
田

龍
次
郎
写
)の
臨
模
本
に
よ
る
。

(５
)
千
家
俊
信
校
訂
『
訂
正
出
雲
風
土
記
』。
寛
政
九
年
(一
七
九
七
)七
月
校
合
(識

語
)。
文
化
三
年
(一
八
〇
六
)本
居
大
平
序
、
刊
行
。
日
本
古
典
全
集
『
古
風
土
記
集
』

上
巻
に
影
印
(一
九
二
六
年
六
月
)。

(６
)
栗
田
寛
『
標
註
古
風
土
記
』
初
版
(大
日
本
図
書
、
一
八
九
九
年
一
二
月
)。
五
風

土
記
を
収
め
る
。
そ
の
後
、
後
藤
藏
四
郎
が
補
註
を
付
し
て
『
標
註
古
風
土
記
(出

雲
)』
と
し
て
刊
行
(大
岡
山
書
店
、
一
九
三
一
年
五
月
)。

(７
)
後
藤
藏
四
郎
『
出
雲
國
風
土
記
考
證
』
(大
岡
山
書
店
、
一
九
二
六
年
一
一
月
)。

(８
)
植
松
安
『
校
註
日
本
文
學
大
系
』
第
一
巻
。
内
題
『
出
雲
風
土
記
』
(國
民
圖
書

株
式
会
社
、
一
九
二
七
年
七
月
)。

(９
)
植
木
直
一
郎
、
大
日
本
文
庫
地
誌
篇
『
校
訂
風
土
記
集
』
(大
日
本
文
庫
刊
行
會
、

一
九
三
五
年
六
月
)。

(10
)
武
田
祐
吉
、
岩
波
文
庫
『
風
土
記
』
(岩
波
書
店
、
一
九
三
七
年
四
月
)。

(11
)
秋
本
吉
郎
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』
(岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
四
月
)。

八

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
二
十
八
号
・
二
〇
一
七
年
六
月



(12
)
久
松
潜
一
・
小
野
田
光
雄
、
日
本
古
典
全
書
『
風
土
記
・
下
』
(朝
日
新
聞
社
、

一
九
六
〇
年
一
〇
月
)。「
凡
例
」
に
「
小
野
田
光
雄
氏
が
校
註
し
た
も
の
に
久
松
潜

一
が
補
訂
し
た
」
と
あ
る
。
後
に
日
本
古
典
選
『
風
土
記
・
下
』
(朝
日
新
聞
社
、

一
九
七
七
年
五
月
)と
し
て
新
装
版
が
出
て
い
る
。

(13
)
加
藤
義
成
『
修
訂
出
雲
国
風
土
記
参
究
』
改
訂
増
補
新
版
(原
書
房
、
一
九
六
二

年
一
一
月
)。
初
版
『
出
雲
国
風
土
記
参
究
』
(至
文
堂
、
一
九
五
七
年
)。
改
訂
四
版

(今
井
書
店
、
一
九
九
二
年
一
二
月
)。

(14
)
吉
野
裕
、
東
洋
文
庫
『
風
土
記
』
(平
凡
社
、
一
九
六
九
年
八
月
)。

(15
)
小
島
瓔
禮
、
角
川
文
庫
『
風
土
記
』
(角
川
書
店
、
一
九
七
〇
年
七
月
)。

(16
)
植
垣
節
也
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』
(小
学
館
、
一
九
九
七
年

一
〇
月
)。

(17
)
荻
原
千
鶴
、
学
術
文
庫
『
出
雲
国
風
土
記

全
訳
注
』
(講
談
社
、
一
九
九
九
年

六
月
)。

(18
)
沖
森
卓
也
・
佐
藤
信
・
矢
嶋
泉
『
出
雲
国
風
土
記
』
(山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五

年
三
月
)。
二
〇
一
六
年
一
月
に
、
一
部
改
訂
さ
れ
た
合
冊
本
『
風
土
記

常
陸
国
・

出
雲
国
・
播
磨
国
・
豊
後
国
・
肥
前
国
』
が
山
川
出
版
社
か
ら
刊
行
。

(19
)
『
解
説
出
雲
国
風
土
記
』、
註
(２
)に
同
じ
。

(20
)
中
村
啓
信
編
『
風
土
記
・
上
』
中
村
啓
信
・
橋
本
雅
之
・
谷
口
雅
博
・
飯
泉
健
司
、

執
筆
。
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
。『
出
雲
国
風
土
記
』
は
橋
本
雅
之
の
執
筆

(KAD
O
KAW
A、
二
〇
一
五
年
六
月
)。

(21
)
青
木
周
平
「
荷
田
春
満
の
風
土
記
研
究
―
自
筆
稿
本
『
出
雲
風
土
記
考
』
を
中
心

に
―
」
(『
風
土
記
研
究
』
第
二
九
号
、
二
〇
〇
四
年
九
月
。
青
木
周
平
著
作
集
下
巻

『
古
代
文
献
の
受
容
史
研
究
』
所
収
)。

(22
)
荷
田
春
満
『
自
筆
本

出
雲
風
土
記
考
』
(一
七
二
三
年
冬
〜
一
七
二
四
年
春
)。

『
新
編
荷
田
春
満
全
集
』
第
三
巻
(お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
五
年
五
月
)所
収
。

(23
)
荷
田
春
満
『
在
満
本

出
雲
風
土
記
考
』
(一
七
四
二
年
一
〇
月
)。『
新
編
荷
田

春
満
全
集
』
第
三
巻
(お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
五
年
五
月
)所
収
。

(24
)
版
本
も
所
持
す
る
が
、
今
は
、
蔵
中
進
・
蔵
中
し
の
ぶ
編
『
寛
永
十
年
版

釋
氏

要
覧

本
文
と
索
引
』
索
引
叢
書
(和
泉
書
院
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
)に
拠
る
。

(25
)
中
村
元
・
福
永
光
司
・
田
村
芳
朗
・
今
野
達
編
『
岩
波
仏
教
辞
典
』
(岩
波
書
店
、

一
九
八
九
年
一
二
月
)。
横
組
み
本
文
を
縦
書
き
書
式
で
示
し
た
。

(26
)
『
大
安
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
』
東
京
大
學
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
文

書
』
(以
下
、『
大
日
古
』
と
略
称
)の
『
二
』
(東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
〇
一
年

一
二
月
)、
六
二
四
頁
〜
。
天
平
十
九
年
二
月
十
一
日
付
の
言
上
文
書
。『
大
日
古
』

は
「
大
和
國
添
上
郡
菩
提
山
村
正
曆
寺
所
藏
」
文
書
に
拠
る
。
鈴
木
学
術
財
団
編
『
大

日
本
佛
教
全
書
』
第
八
四
巻
寺
誌
部
二
も
同
文
書
を
収
め
る
。

(27
)
「
大
安
寺
碑
文
」
(逸
文
)は
、
山
田
孝
雄
・
香
取
秀
真
編
『
古
京
遺
文
』
(寳
文
館
、

一
九
一
二
年
一
二
月
)の
『
續
古
京
遺
文
』
の
末
尾
に
附
録
と
し
て
収
め
ら
れ
た
「
古

金
石
逸
文
」
(『
好
古
叢
誌
』
四
編
上
)に
拠
る
。
鈴
木
学
術
財
団
編
『
大
日
本
佛
教
全

書
』
第
八
四
巻
寺
誌
部
二
も
同
文
書
を
収
め
る
。

(28
)
『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
』
東
京
大
學
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
古
・
二
』

(東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
〇
一
年
一
二
月
)、
五
七
九
頁
〜
。
天
平
十
九
年
二
月
十
一

日
付
の
言
上
文
書
。『
大
日
古
』
は
小
杉
榲
村
蔵
の
「
徴
古
雜
抄
」
に
拠
る
が
、
当
稿

で
の
翻
字
は
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
纂
所
『
法
隆
寺
史
料
集
成
・
一
』
が
収
め
る
『
天

平
勘
録
法
隆
寺
流
記
資
財
牒
』
の
影
印
を
底
本
と
し
、『
大
日
古
・
二
』
を
参
照
し
た
。

『
法
隆
寺
史
料
集
成
・
一
』
本
は
観
心
寺
蓮
蔵
院
に
蔵
さ
れ
て
い
た
古
写
本
を
上
田
秋

成
・
橋
本
経
亮
等
が
寛
政
七
年
(一
七
九
五
)五
月
に
書
写
し
法
隆
寺
へ
奉
納
し
た
本

で
、
書
写
字
形
は
天
平
当
時
の
も
の
で
あ
り
、
信
の
置
け
る
本
文
と
し
て
あ
る
。

(29
)
『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
』、
古
典
保
存
会
複
製
本
『
元
興
寺
縁
起
』

(一
九
二
七
年
六
月
。
解
説
、
山
田
孝
雄
)。
長
寛
三
年
(一
一
六
五
)四
月
時
点
に
お

け
る
大
法
師
慈
俊
の
抜
粋
に
よ
る
抄
録
で
あ
る
が
、
中
に
「
天
平
十
九
年
二
月
十
一

日
」
の
年
紀
が
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
箇
所
は
天
平
十
九
年
の
言
上
文
書
と
見
て
良
い
。

(30
)
桜
井
徳
太
郎
は
原
漢
文
「
校
異
」
で
「
摂
」
を
「
橋
」
と
す
る
(日
本
思
想
大
系

本
『
寺
社
縁
起
』
一
九
七
五
年
一
二
月
)。

(31
)
「
樣
」
(た
め
し
)の
例
は
、『
肥
前
國
風
土
記
』
(猪
熊
本
)松
浦
郡
値
嘉
郷
条
に
、

(土
蜘
蛛
大
耳
ら
は
)「
即
取
木
皮
、
作
長
蚫
鞭
蚫
短
蚫
陰
蚫
羽
割
蚫
等
之
樣
、
獻
於

御
所
。」
(即
ち
木
の
皮
を
取
り
て
、
長
蚫
・
鞭
蚫
・
短
蚫
・
陰
蚫
・
羽
割
蚫
等
の
様

を
作
り
、
御
所
に
献
り
き
。)と
い
う
例
が
あ
る
。
多
く
は
木
で
作
ら
れ
た
。「
蚫
」
は

ア
ワ
ビ
。
飛
鳥
池
工
房
遺
跡
(奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
飛
鳥
。
現
在
の
奈
良
県
立
万

葉
文
化
館
の
地
)か
ら
は
、
鉄
や
銅
の
製
品
を
作
る
た
め
の
「
様
」
(た
め
し
)の
実
物

九

『出
雲
國
風
土
記
』
の
「
嚴
堂
」
に
つ
い
て



が
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
「
様
」
に
対
応
す
る
製
品
も
出
土
す
る
。

(32
)『
西
大
寺
資
財
流
記
帳
』
(竹
内
理
三
編
『
寧
楽
遺
文
』
東
京
堂
、
訂
正
初
版
、

一
九
六
二
年
一
〇
月
に
よ
る
。
三
九
五
頁
〜
)。
寳
龜
十
一
年
(七
八
〇
)十
二
月
の
文

書
。『
寧
楽
遺
文
』
に
は
「
内
閣
文
庫
本
ニ
西
大
寺
本
ヲ
以
テ
補
正
ス
」
と
あ
る
。

(33
)
多
度
大
社
蔵
、
重
要
文
化
財
『
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
并
資
財
帳
』
(多
度
町
教

育
委
員
会
編
『
多
度
町
史
』
資
料
編
１
考
古
・
古
代
・
中
世
、
二
〇
〇
二
年
三
月
)の

口
絵
全
文
カ
ラ
ー
写
真
に
よ
る
。
文
書
年
次
は
延
暦
廿
年
(八
〇
一
)十
一
月
三
日
で

あ
る
が
、『
多
度
町
史
』
の
翻
刻
は
「
廿
」
の
字
を
「
」
で
囲
み
、「「
七
」
を
「
廿
」

に
書
き
改
め
た
も
の
か
」
と
脚
注
し
、
文
書
年
次
を
延
暦
七
年
と
す
る
。
こ
れ
は
逆

で
、「
廿
」
の
字
は
他
字
と
同
じ
細
い
筆
跡
で
あ
り
、
太
い
後
筆
で
「
七
」
と
上
書
き

し
て
お
り
、
年
次
を
延
暦
廿
年
と
見
る
の
が
良
い
。

(34
)
『
西
琳
寺
文
永
注
記
』。
西
琳
寺
長
老
惣
持
が
寺
の
旧
記
を
基
に
文
永
八
年

(一
二
七
一
)三
月
に
編
ん
だ
縁
起
資
財
録
。
大
東
急
記
念
文
庫
本
の
写
真
が
『
羽
曳

野
市
史
』
第
一
巻
本
文
編
１
(羽
曳
野
市
、
一
九
九
七
年
三
月
)に
収
め
ら
れ
、
西
大

寺
本
写
真
が
『
河
内
西
琳
寺
の
研
究
』
大
阪
府
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
輯
(大
阪
府

教
育
委
員
会
、
一
九
五
五
年
三
月
)に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
翻
刻
が
『
西
大
寺
関

係
史
料
(一)
』
(奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
六
八
年
三
月
)に
あ
る
。

(35
)
カ
ー
ル
グ
レ
ン
(高
本
漢
)『
中
國
音
韵
學
研
究
』
(臺
灣
商
務
印
書
館
、

一
九
四
〇
年
九
月
)。

(36
)
平
山
久
雄
「
中
古
漢
語
の
音
韻
」
(中
国
文
化
叢
書
①
『
言
語
』
大
修
館
書
店
、

一
九
六
七
年
一
一
月
)所
収
。

(37
)
藤
堂
明
保
・
小
林
博
共
著
『
音
注
韻
鏡
校
本
』
(木
耳
社
、
一
九
七
一
年
三
月
)。

(38
)
「
眞
平
五
年
」
は
干
支
「
甲
辰
」
か
ら
新
羅
の
真
平
王
(在
位
五
七
九
〜
六
三
二
)

の
「
六
年
」
(五
八
四
)の
誤
り
。
本
文
中
続
い
て
「
善
徳
王
代
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
次

代
の
善
徳
女
王
(在
位
六
三
二
〜
六
四
七
)の
こ
と
で
あ
り
、
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

(39
)
島
根
県
教
育
庁
文
化
財
課
『
史
跡
山
代
郷
北
新
造
院
跡
―
出
雲
国
山
代
郷
遺
跡
群

北
新
造
院
跡
(来
美
廃
寺
)発
掘
調
査
報
告
書
―
』
(二
〇
〇
七
年
三
月
)。

(40
)
『
解
説
出
雲
国
風
土
記
』、
註
(２
)に
同
じ
。

(41
)
関
和
彦
『『
出
雲
国
風
土
記
』
註
論
』
(明
石
書
店
、
二
〇
〇
六
年
八
月
)。

(42
)
加
藤
義
成
「
出
雲
国
風
土
記
「
三
澤
郷
」
地
名
考
」
(『
神
道
學
』
四
八
号
、

一
九
六
六
年
二
月
。
同
氏
『
出
雲
国
風
土
記
論
究
』
上
巻
、
所
収
)。

(43
)
加
藤
義
成
「
第
三
部

伝
写
経
路
の
推
考
」
(加
藤
義
成
編
『
校
本
出
雲
國
風
土

記

全
』
出
雲
国
風
土
記
研
究
会
、
一
九
六
八
年
一
二
月
)、
(三
三
七
頁
、
150
の
16
)。

(44
)
島
根
県
教
育
委
員
会
『
風
土
記
の
丘
地
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
Ⅴ
―
島
根
県
松
江

市
山
代
町
所
在
・
四
王
寺
跡
―
』
(一
九
八
八
年
三
月
)。
島
根
県
教
育
委
員
会
『
風

土
記
の
丘
地
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
Ⅹ
―
島
根
県
松
江
市
山
代
町
所
在
・
山
代
郷
南

新
造
院
(四
王
寺
)跡
―
』
(一
九
九
四
年
三
月
)。

﹇
ひ
ろ
お
か

よ
し
た
か

本
学
元
教
員
﹈

前
号
掲
載
の
廣
岡
義
隆
稿
に
関
す
る
訂
正

『
出
雲
國
風
土
記
』
の
会
話
文
体

―
双
括
式
・
頭
括
式
・
尾
括
式
か
ら
―

（『
三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
』
第
二
七
号
）

拙
稿
の
「
五
、
お
わ
り
に
」
の
箇
所
で
、

伝
承
様
式
に
よ
る
倭
文
体
の
話
し
方
に
よ
っ
て（

九
頁
下
段
七
行
目
）

と
し
た
箇
所
に
つ
い
て
、
尾
山
慎
先
生
（
奈
良
女
子
大
学
）
か
ら
、
質

問
を
頂
戴
す
る
と
い
う
形
で
、
ご
提
起
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
倭
文
体
」

（
書
記
言
語
）
に
よ
る
「
話
し
方
」（
口
頭
言
語
）
な
ど
あ
り
得
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
箇
所
を
左
の
よ
う
に
訂
正
い
た
し
ま
す
。

口
頭
伝
承
に
由
来
す
る
語
り
の
口
調
に
よ
っ
て

ご
提
起
た
ま
わ
り
ま
し
た
尾
山
慎
先
生
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
共

に
、
各
位
に
お
詫
び
申
し
上
げ
、
訂
正
致
し
ま
す
。

（
廣
岡
義
隆
）

一
〇

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
二
十
八
号
・
二
〇
一
七
年
六
月


